
0405 2024.6

ともに登米市を支える仲間を募集します

市公式ホームページ「職員採用情報」からダウンロードできます
封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、次の２点を同封

してください➊宛先を明記した返信用封筒（Ａ４版が入る大きさに120円切手を貼付
したもの）➋連絡先（電話番号）を明記した任意の用紙

迫庁舎２階人事課または各総合支所市民課で配布します
総務部人事課（人事研修係）　☎ 0220（22）2145
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　国は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負
担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令
和６年度分個人住民税からの定額減税を実施します。

前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民
税所得割の納税義務者

本人、配偶者を含む扶養親族１人につき１万円
▶給与所得に係る特別徴収の人＝６月分は徴

収されず、定額減税「後」の税額が７月分から翌年の５月
分の11カ月に均

なら

されます▶普通徴収の人（事業所得者等）
＝定額減税「前」の税額を基に算出された第一期分の税額
から控除され、控除しきれない場合は、第二期分以降の税
額から順次控除されます▶公的年金等に係る所得に係る

特別徴収の人＝定額減税「前」の税額を基に算出された10
月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合
は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます

➊減税額は、納税通知書または特別徴収税額通
知書に記載されます➋定額減税は、全ての控除がされた
後の所得割額から減税されます➌減税しきれない場合は
給付金（調整給付）が支給されます
※詳細は、市公式ホームページで随時更新します

▶減税に関すること＝総務部税務課（市民
税係）☎ 0220（22）2163
▶給付金（調整給付）に関すること＝福祉事務所生活福祉
課（福祉総務係）☎ 0220（58）5552


